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感染症に対する国際法上の対処に関する一考察

―改正国際保健規則と生物兵器禁止条約の履行確保をめぐる議論を手掛かりに―
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Ⅰ　はじめに

1　問題の所在

2020年3月11日、世界保健機関（World Health Organization、以下、WHO）は新型コロナウ

イルス感染症（COVID-19）に関し、パンデミック（世界的大流行）の宣言を発出した。また、そ

れ以前の同年1月30日に、WHOは同事象について、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」

（Public Health Emergencies of International Concern、以下、PHEIC）であると宣言している。

このPHEICとの宣言は、感染症をはじめ公衆衛生分野における脅威に対する国際的な対処・協力枠

組みを規定した国際法である2005年の改正国際保健規則（International Health Regulations 

（2005）、以下、IHR2005）の規定に基づくものである。新型コロナウイルスに対するWHOによ

る一連の対応に関し、テドロスWHO事務局長が中国寄りではないかとの批判や、トランプ政権の

米国のWHOからの脱退通告など、政治的文脈が目立つものの、WHOは国際的な保健衛生を指

示・調整する国際機関として、新型コロナウイルスに対しても国際的な法規則たる IHR2005に

則った対応を行ってきた。

他方で、新型コロナウイルスへの対応という局面において、たとえば感染症発生国からのWHO

への通報や現地への視察等の点に関して、現行の法規則が必ずしも十分なものではないとの指摘が

なされているのも事実である。さらに、新型コロナウイルス感染症の世界規模での蔓延という事態

に関連して、生物兵器に関する言及がなされている点も注目される。例として国連のグテーレス事

務総長は、2020年4月のオンライン形式での国連安全保障理事会において、「新型コロナウイルス

のパンデミックは国際の平和と安全の維持に重大な脅威をもたらす」と述べるとともに、「パンデ

ミックにより明らかとなった国際社会の脆弱性と準備不足は、生物テロ攻撃がどのように生じるか

を知る格好の契機となり、その危険性を増すこととなった。非国家主体が、今回と同様の惨状を世

界中にもたらし得る生物剤を入手するかもしれない」として、生物兵器を用いたテロリズムへの警

戒を示した。さらに、新型コロナウイルスのパンデミックは第一義的には保健衛生の危機であるが
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その影響は遥かに広いとして、本問題に対する多角的な視点での取り組みを強調している 1。ま

た、新型コロナウイルスのパンデミックにより、生物事態に対する準備や対応の必要性に関する議

論が喚起されることとなり、2020年5月には生物兵器禁止条約の履行支援ユニット（以下、ISU）

が、同条約のもとでの支援や対応、準備に係る教訓について新型コロナウイルスのパンデミックに

基づき検討するという趣旨のオンライン会議を開催した 2。さらに、生物兵器使用への対応策は、

最初の発症者を極力早く見つけ、発症予防措置を行い、それ以上の拡大を防ぐことであるとされる

が 3、これは感染症への対応策と基本的に同じであり、両者への対策はいわば表裏一体をなしてい

る。

こうした点を念頭に本稿は、感染症に対する国際法による対処枠組みの基本構造と、新型コロナ

ウイルスへの対応から導かれる現行規則の問題点を明らかにしたうえで、生物兵器禁止条約の枠組

みや同条約の履行確保をめぐる議論において、感染症に係る現行規則の問題点解決や、同規則の実

施強化に際して参考となり得る側面があるかにつき検討することを主たる目的とする。上記のグ

テーレス国連事務総長の見解にあるとおり、新型コロナウイルスの感染拡大により、国際社会の脆

弱性が露呈され、生物兵器使用の脅威が高まったとするならば、さらに ISUによる会議開催に示

唆されるように、こうした論点について検討することには意義があると言える。本稿の構成は以下

のとおりである。まず次節において、本稿の論点に係る先行研究を整理する。続いてⅡにおいて

IHR2005に焦点を当て、感染症に対する国際法による対処枠組みの基本構造を述べる。さらに、

新型コロナウイルスの事態に対するIHR2005の適用について概要を述べるとともに、そこから浮

かび上がる同規則の問題点を明確化する。Ⅲでは、生物兵器禁止条約について、条約概要を整理し

たうえで、特に同条約の検証議定書交渉に着目し、議定書案の概要や交渉失敗の経緯において、Ⅱ

で挙げた IHR2005の問題点の解決に際して参考となり得る点があるかにつき検討する。Ⅳは結論

である。

2　先行研究の整理

まず感染症を含む公衆衛生分野における脅威に対する国際的枠組みを規定したIHR2005につい

て、特に国際法の観点から詳細に論じたものとして、鈴木による研究がある 4。これは、同規則の

2005年の改正経緯を述べたうえで、その射程、加盟国の能力構築義務の概要、国家による通告と

WHOを中心とした対応等、規則の内容全般を詳述するものである。他にも同規則の概要を説明し

たものとして、谷口や田中好太郎の論稿がある 5。

また生物兵器禁止条約に関する研究は多数あるが、特に同条約の検証議定書交渉に関する研究と

して、KerversやBrugger、田中極子、新井によるものなどがある 6。このうち田中極子による論稿

は、一次資料を用いて、申告や訪問に関する条項に焦点を当て議定書交渉の経緯を詳細に分析する

ものであり、新井は、議定書案の内容を化学兵器禁止条約の検証制度と比較しつつ論じている。

さらに新型コロナウイルスに対するWHOの対応について論じたものとして、詫摩や秋山による
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論稿がある 7。このうち秋山は、新型コロナウイルスの事態を受けオーストラリア首相が提案した

WHO改革案との関連で、査察制度の導入に関しては化学兵器禁止条約のチャレンジ査察や 8、生

物兵器禁止条約の検証議定書交渉の失敗などが参考になると指摘する。他に、永田による論稿は、

新型コロナウイルスと生物兵器との関係に関するものであり、感染症対策は個人だけでなく国の安

全保障の問題であるとし、生物兵器テロ対策も取り込む形で論じるべきであると主張する 9。

このようにそれぞれの論点に関する先行研究は比較的豊富に存するが、他方で感染症に対する国

際的な対処枠組みの問題点について、これを国際法的側面から、特に生物兵器の規制の議論を手掛

かりに検討する論稿は見出されない。本稿ではこうした先行研究の状況を前提とし、新型コロナウ

イルスの事態により改めて浮き彫りとなった IHR2005の問題点に関し、その解決において生物兵器

禁止条約の履行確保をめぐるこれまでの議論がいかなる示唆を与え得るかについて検討していく。

Ⅱ　感染症に対する国際法による対処枠組み

新型コロナウイルスの感染拡大からも明らかなとおり、グローバル化の進展を背景として、感染

症は人やモノの移動に伴い容易に国境を越え、急速かつ全世界的に蔓延していく。つまり、各国独

自の対応は当然ながら、国際的枠組みに基づく感染症への対処が不可欠となる。本章では特に、感

染症に対する国際法上の対処に着目し、その基本構造を確認する。まず第1節では IHR2005の成

立経緯、第2節では IHR2005の特徴について概要を述べたうえで、第3節では、新型コロナウイ

ルスの事態への適用を踏まえつつ、現行の国際法規則が内包する問題点を示す。

1　IHR2005の成立経緯

IHR2005の概要を述べるにあたり、まず、保健・医療分野の国際機関であるWHOについて概

観する 10。WHOは、1948年に国連の専門機関として設立され、本部はジュネーヴに所在する。な

お、2020年11月時点の加盟国・地域数は194である。その任務はWHO憲章（1946年採択、

1948年発効）の第2条に列挙されており、たとえば、国際保健事業の指導的且つ調整的機関とし

て活動することや（第2条 (a)）、各国政府の要請又は受諾があったときは、適当な技術的援助及び

緊急の際には必要な助力を与えること（同条（d））、伝染病、風土病及び他の疾病の撲滅事業を奨

励・促進すること（同条（g））などが規定されている。これまでWHOは、1980年に天然痘撲滅

宣言を発出したほか、2003年の重症急性呼吸器症候群（以下、SARS）、2009年の新型インフルエ

ンザ、2014年の西アフリカにおけるエボラ出血熱など、様々な感染症への対処に取り組んできた 11。

次に IHR2005の成立経緯をみていく 12。その前身は、1892年の国際衛生会議にて採択された国

際衛生協定（International Sanitary Convention）にまで遡るが、WHOは1951年にこれを改訂

したうえで、国際衛生規則（International Sanitary Regulations、以下、ISR）として採択し

た。ここで対象とされたのは、コレラ、ペスト、天然痘、チフス、黄熱、回帰熱の6つの疾患であ
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る 13。その後、ISRは1969年に国際保健規則（International Health Regulations、以下、IHR）

へと改訂、名称変更され、さらに1973年、1981年にも改訂がなされた。IHRは、世界における感

染症拡大防止のための法的根拠であり、事実上は地球規模での感染症対策に関わる唯一の規範とし

て機能してきた 14。他方で IHRは、国境における検疫により感染症の国際的な拡大を防止すること

を主眼としており、また ISRと同様に特定の感染症のみを対象とし、WHO加盟国はコレラ、ペス

ト、黄熱の3疾患についてのみ、その発生をWHOへ通報することが義務付けられているに過ぎな

かった 15。

したがって、他の疾患に関して加盟国は通報義務を負わず、また上記の3つの限られた疾患のみ

を国境で検疫するという方法には限界があることも指摘され、新興感染症の発生と流通のグローバ

ル化という両側面から IHRの規則が実情に合わなくなっていることが明らかとなったのである 16。

こうした背景から1995年以降、WHOにおいて IHRの改正作業が進められた。加盟国間での調整

の難航から当初の予定より大幅に遅れていたものの、2003年のSARSの発生により改正作業が一

気に加速し、2004年末からの政府間作業部会を経て、2005年5月に改正国際保健規則

（IHR2005）が採択されるに至った 17。

2　IHR2005の特徴

新型コロナウイルスを含め、感染症への国際的な対処はIHR2005に基づき行われている。また

大前提として、これはWHO第21条および第22条を根拠として、WHO加盟国の合意に基づき、

WHO全加盟国に対し法的拘束力を有する規則である 18。このうち第21条は、WHOの総会が、疾

病の国際的蔓延の防止を目的とする衛生上・検疫上の要件及び他の手続、国際的に使用される診断

方法に関する基準、国際貿易において扱われる生物学的製剤等の安全等に関する基準などに関する

規則を採択する権限を有することを規定し、第22条は、第21条に従い採択された規則は、全加盟

国に対し効力を生ずる旨を規定する。

IHR2005の特徴としては、以下の点が挙げられる 19。第一に、これまでの IHRと異なり、国境

における対策のみならず発生地での対策にも重点が置かれることとなった。従来は、検疫の強化と

いった国境での対策が重視されてきたが、それだけでは感染症の拡大を抑えられず、また人やモノ

の交流が阻害されることもある。したがって水際対策に加え、自国領域内で発生した事象を検知し

迅速に通報するとともに、それに適切に対応するという、各国内での感染症対策重視への枠組み構

築が行われたのである 20。こうした意識に基づき、IHR2005は、その目的として、国際交通及び

取引に対する不要な阻害を回避し、公衆衛生リスクに応じて、それに限定した方法で疾病の国際的

拡大を防止、防護、管理し、そのための公衆衛生対策を提供すること、と規定する（第2条）。

第二に、IHR2005では、コレラ、ペスト、黄熱といった特定の疾患に限定するのではなく、「国

際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」（PHEIC）へと対象が大いに拡大された。すなわち、感

染症のみならず、原因又は発生源にかかわらず、PHEICを構成するおそれのある予期されない又



14

は特異な公衆衛生上の事象が対象とされることとなり、発生の態様（自然発生、事故、故意など）

や、原因となる物質（生物・化学・放射性物質など）も問わない 21。その背景には、エボラ出血熱

や新型インフルエンザなどの新興感染症の発生は勿論のこと、放射線事故や化学事故、食品中毒、

環境汚染、異常気象、テロリズムを含め、健康への多様な脅威に対応するための国際規則の必要性

が認識されたことがある 22。なお2005年の IHRの改訂は、2001年の米国同時多発テロを踏まえ現

実的となったテロリズムの脅威、特に生物細菌兵器を用いたテロが視野に入れられている 23。

第三の特徴として、上記のPHEICに関する迅速な通報体制が構築された点がある。具体的に

は、加盟国は、WHOの IHR連絡窓口と常に連絡可能な、政府代表としての「IHR国家連絡窓口」

たる担当者を各国ごとに設置しなければならない（第4条1、2項）。逆にWHOの IHR連絡窓口

は、関係国の IHR国家連絡窓口に同規則の実施に関する緊急連絡を送付する（第4条3項）。ま

た加盟国は、自国領域内でPHEICを構成するおそれのある事象を確認した場合、24時間以内に

IHR国家連絡窓口を通じてWHOに通報することが義務付けられている（第6条1項）。なお、そ

の際の判断基準は、重篤性、予測不可能性、国際的拡大の危険性、国際交通・流通を制限する危険

性の4つとなっている 24。さらにWHO事務局長は、自国領域内で事象が発生している加盟国から

受理した情報に基づき、当該事象がPHEICを構成するか否かを認定する（第12条1項）。その

際に事務局長は、ある事象がPHEICを構成するか否かに関する見解や、暫定的勧告の発布等に関

する見解を提供する「緊急委員会」を設置することができ 25、同委員会は IHR専門家名簿から事

務局長が選任した専門家により構成される（第48条1、2項）。緊急委員会の見解は検討のため事

務局長に提出され、事務局長は当該事項について最終的な決定を行う（第49条5項）。なお

IHR2005の発効後、PHEICが宣言された事象は2020年の新型コロナウイルスを含め6事象で

ある 26。

第四の特徴として、IHR2005により加盟国に対し、サーベイランスや、PHEIC発生時の対応、

国境における日常衛生管理について、最低限の能力を確立することが義務付けられている 27。たと

えばサーベイランスとして、加盟国には、IHR2005の発効後5年以内に、同規則に従い事象を検

知し、アセスメントし、通報、報告する能力を構築、強化、維持する義務が課されており、対して

WHOは、要請に基づき加盟国がこうした能力を構築、強化、維持するのを援助することが規定さ

れている（第5条1項、3項）。さらに加盟国には、同じく IHR2005の発効後5年以内に、公衆衛

生リスク及びPHEICに迅速且つ効果的に対応する能力を構築、強化、維持する義務が課されてお

り（第13条1項）、これに対し、WHOは、加盟国から要請がある場合には、必要に応じて現地支

援のための専門家チームの動員、技術的指針・援助の提供等を行い、またそうした事態の影響を受

ける他の加盟国にも適当な指針・援助を提供すると規定する（第13条3、6項）28。

以上の特徴から、IHR2005により、広く公衆衛生上の脅威全般に対し、検疫等の水際対策のみ

ならず、WHOへの迅速な通報や各国の適切な対応能力の確立、さらにはWHOによる援助等をと

おし、公衆衛生上の緊急事態に備え、対処するという体制が構築されていることが明らかとなる。
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3　IHR2005の問題点

前述のとおり、WHOの下で IHR2005に則り、感染症をはじめとする公衆衛生分野における脅

威への国際的な対処・協力枠組みが構築されているものの、その実施においては以下のような問題

点が存在し、新型コロナウイルスへの対応に際してもその点が炙り出されることとなった。まず前

提として、WHOそのものの性質がある。詫摩が指摘するように、WHOは保健協力に関する世界

政府ではなく、あくまでも当該分野における調整機関としての役割を果たす組織に過ぎない。すな

わち、保健協力に関する専門的知見の結集、情報センターとしての機能、各国への指針の付与、連

携の促進、必要な支援の調整という役割を果たすものであり、換言すれば、これらいずれの機能も

強制力を持つものではなく、各国の自発的協力のもとに機能するのである 29。

この点は、さらに以下のようなIHR2005の問題点、限界としても表出する。第一に、前節で述

べたとおり IHR2005は、WHOの各加盟国にPHEICのおそれがある場合の通報義務や、サーベイ

ランスおよびPHEIC発生時の対応等に関する能力構築義務などを課しているが、これらの義務規

定はいずれも法的強制力を伴わないものである。すなわち加盟国が仮に当該義務を遵守できない場

合でも、また仮にWHOの勧告に従わない場合でも罰則規定は存在しない 30。またWHOは、

PHEICの発生が疑われる国に当該国の同意なしに立ち入り調査を行うといった権限を有さず、

WHOとしては勧告、指導、協力等は行えるものの、加盟国に対し何らかの強制的措置を取ること

ができないため、規定された義務の実現は、事象の発生国からの自発的な申告など当該国による協

力に負う部分が大きいのである 31。

第二に、実際のところ多くの国家が IHR2005の規定を十分に遵守できていないという点があ

る。たとえば途上国では医療機関が少なく、検査室における確定診断に至らず報告されない症例も

少なからず存在すると考えられるとの指摘もあり 32、また、世界の約7割の国家が、自国内の感染

症発生の正確な検知や、検知した場合に適切な通報を行うという能力を欠いており、自発的な通報

義務を果たせていないとの指摘もなされている 33。さらには特に途上国において、新興感染症の発

生通報、情報公開や、病原体提供へのインセンティブが乏しいとされ、その背景には、渡航・物流

の制限、風評被害等の経済的打撃とともに、病原体を提供しつつも研究成果・利益の還元という衡

平な医療資源へのアクセスがなされないという不満があるとの指摘がある 34。

以上から、WHOそのものの性質を前提として、特に IHR2005の履行確保においては、加盟国

に対する義務規定に強制力がないというIHR2005の規定自体の問題と、同規則に従い通報等を行

う能力を構築する義務を十分に果たしていないという加盟国側の遵守能力の問題といった、2つの

側面からの問題点があると言える。

さらにこれらの点を踏まえ、前述のIHR2005に規定された対処枠組みに照らして、新型コロナ

ウイルスに対するWHOの一連の対応を見た場合 35、まず中国が武漢における新型コロナウイルス

感染症のクラスター発生をWHO中国事務所へ通報したのは2019年12月31日であり、その翌日

にWHOは新型コロナウイルスに関する危機対応支援チームを立ち上げている。さらに、2020年1
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月20、21日にWHOから武漢へ専門家が派遣され視察が行われたほか、1月22日にはPHEICを宣

言すべきかを判断するため、緊急委員会が招集されている。その後、1月30日にWHO事務局長に

よりPHEICが宣言され、さらに3月11日に「パンデミックの様相をなしている」との旨、宣言さ

れた。また4月30日には、緊急委員会の見解に基づいて暫定的勧告が発出されている。したがっ

て、WHOは基本的にその権限の範囲内で、IHR2005に則って一連の対応を行ってきたのである。

他方で、IHR2005の規定に基づき、WHO加盟国が自発的な通報を行うことが求められる中、

中国ではすでに2019年11月頃から感染が確認されていたとの情報があるほか、米国等各国から、

また中国国内からも中国において情報の隠蔽がなされているのではとの批判や情報が出ている 36。

先に述べたとおり IHR2005は、同規則に従い事象を検知、通報、報告する能力、PHEICに際して

効果的に対応する能力を構築する義務を加盟国に課しているが、新型コロナウイルスを例にした場

合でも、中国が果たしてそうした能力を十分に構築しているかという点については疑問が生じ得る

のである。

こうした中、ポンペオ米国務長官（当時）は、中国側の情報開示が透明性を欠いているとして、

新型コロナウイルスの発生源を調べるため武漢の研究所を含む中国国内のウイルス研究施設への調

査官の立ち入りを認めるよう要求した 37。さらに新型コロナウイルス感染症の全世界的蔓延の事態

に際して、IHR2005に規定された対処枠組みを超えるような対応を主張する声も見出される。た

とえばオーストラリアのモリソン首相からはWHOの改革案が提出され、例としてWHOに対し、

感染症の要因の特定、流行状況を調査するために、軍縮検証のための兵器査察官と類似の調査官

チームを派遣し、発生国の同意なく当該国に立ち入る権限を付与するという提案がなされている 38。

Ⅲ　生物兵器禁止条約の履行確保をめぐる議論と IHR2005への示唆

前述のポンペオ米国務長官（当時）による武漢のウイルス研究所への立ち入り調査要請に関し、

ロシアの外交官が、「20年前に、予告なしの査察体制を含む生物兵器禁止条約のプロトコル（議定

書：筆者注）の付加を妨げたのは米国である」として、米国側のダブルスタンダードを批判して

いる点が注目される 39。これは生物兵器禁止条約の検証議定書交渉が米国の反対により失敗に終

わったことを指しているが、本章では同交渉に着目し、また本稿Ⅱ．3で挙げた IHR2005の2つの

側面からの問題点を念頭に、生物兵器禁止条約の履行確保をめぐる議論に焦点を当てる。以下、第

1節では、生物兵器禁止条約の概要を述べ、第2節では、同条約の検証議定書交渉の経緯を概観す

る。そのうえで第3節では、特に議定書案の概要やその議論において、IHR2005が包含する問題

点の解決、ひいては効果的な感染症対策の実施に際して参考となり得る点があるかにつき検討す

る。
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1　生物兵器禁止条約の成立経緯と概要

本節では、まず前提として、生物兵器とはそもそも何であるかを明らかにしたうえで、これを規

制する生物兵器禁止条約の概要を述べる 40。生物兵器とは、細菌（炭疽菌、ペスト菌など）、ウイ

ルス（エボラ出血熱、天然痘、黄熱など）、リケッチャ（発疹チフスなど）といった生物剤を武力

行使の手段として使用する目的で製造した兵器を指す 41。生物剤を用いた生物兵器の特徴として

は、細菌やウイルス等の生物剤は入手や培養がそれほど難しくないため、生物兵器の取得、生産、

さらに散布方法が比較的容易であること、検知されることなく散布が可能であること、少量で被

害・影響が広範囲に広がり多くの死傷者を出す可能性があること、潜伏期があるため最初の犠牲者

が出る頃には原因たる病原体がすでに広範囲に広まっている可能性が高いこと、という諸点が挙げ

られる 42。

こうした生物兵器を包括的に規制する多数国間の枠組みとして、「細菌兵器（生物兵器）及び毒

素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約」（1972年署名、1975年発効。以

下、生物兵器禁止条約）がある。同条約は、防疫目的、身体防護目的その他の平和的目的による正

当化ができない種類・量の生物剤、毒素や、これらを武力紛争において使用するために設計された

兵器等を締約国が開発、生産、貯蔵、取得、保有することを禁ずるものである（第1条）。

生物兵器の法的規制の歴史は1925年ジュネーヴ議定書に遡るが、これは毒ガスと細菌学的手段

の「戦時における使用」を禁ずるものに過ぎない 43。第二次世界大戦後、特にベトナム戦争におけ

る米軍による枯葉剤使用を契機に、国連やジュネーヴ軍縮委員会において、生物・化学兵器禁止の

議論が盛んになった。1969年にはウタント国連事務総長（当時）より「化学・細菌（生物）兵器

とその使用の影響」という報告書が提出され、同年にはニクソン米大統領（当時）が、米国が保有

する生物兵器の放棄や、生物学的研究を防御目的に限ることなどを表明している。こうした中、生

物兵器を規制する機運が高まり、米国およびソ連（当時）よりジュネーヴ軍縮委員会に提出された

条約案を修正した草案が、1971年の第26回国連総会にて反対無しの賛成多数で採択され、1972

年に署名のため開放されるに至った 44。

生物兵器禁止条約の最大の特徴の1つは、条約自体に履行確保のための手段が規定されておら

ず、すなわち国際的な検証制度を有さず、さらに条約実施のための常設機関が設置されていないと

いう点である 45。この点を以て同条約は「牙のない」条約と称されることもあるが、検証制度を有

さない理由としては、条約交渉当時、米国およびソ連とも生物兵器の大量貯蔵が確認されておら

ず、厳格な国際検証体制による廃棄を義務付ける必要がなかったこと、将来軍事的価値の高い生物

兵器が誕生する危険性を防ぐために予防的措置として交渉妥結が急がれたこと、冷戦期にあり有効

な検証措置について協議することができなかったこと、医療分野などで用いられる生物剤や関連技

術が十分に管理されていたこと、などがある 46。なお、同条約第6条は条約違反に関し、締約国は、

他の締約国が条約に基づく義務に違反していると認めるときは、国連安保理に苦情を申し立てるこ

とができる、と規定しており、条約違反の申立てに際しての付託先は安保理のみとなっている 47。
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2　検証議定書交渉の失敗

前述のとおり、生物兵器禁止条約は条約の履行確保のための法的拘束力のある検証手段を規定し

ていない。条約成立後には、1979年のソ連（当時）の炭疽菌流出事故、1980年代初めの「黄色い

雨」事件などが発生したが 48、冷戦終結後の1990年代初頭にはイラクによる生物兵器使用疑惑、

ソ連崩壊に伴う生物兵器流出・拡散の懸念、さらに1992年に詳細な検証制度を備えた化学兵器禁

止条約の交渉が妥結したことを背景として、生物兵器禁止条約における検証制度導入の機運が高ま

ることとなった 49。

生物兵器禁止条約における検証制度の導入は、検証議定書の作成という方式により進められた 50。

検証議定書の交渉経緯としては、1994年の内容交渉のための政府専門家アドホックグループの設

置決定、1995～2001年の同グループの会合開催、更に2001年3月の同グループのToth議長によ

る草案（以下、議長草案）の条約締約国への提示へと至ったものの、2001年夏にブッシュ政権の

米国が同案への不支持を表明するところとなり、最終的に検証議定書交渉は失敗に終わった 51。し

たがって、生物兵器禁止条約は現在に至るまで、常設機関も履行確保のための検証制度も有してい

ない状況にある。

2001年3月に提示された議長草案は、検証に関する核となる3つの手段－申告（declara-

tions）、訪問（visits）、査察（investigations）－を規定していた。申告とは、生物兵器の保有・

使用、過去の生物兵器攻撃・防護計画や現在の防護計画の有無、特定の生物剤・毒素を取り扱う施

設等を、検証制度を実施するために設立される生物兵器禁止機関に報告すること、訪問とは、締約

国から提出された申告内容の正確性を確認するために施設等の訪問を行うこと、査察とは、ある締

約国において重大な条約違反の疑いがある場合に、他の締約国からの要請に基づき疑いのある施設

を査察することや、疾病が自然発生でない場合にフィールド査察を行うことである 52。

このうち以下では、特に感染症対策との関連で参考となり得る「訪問」に関する規定に着目す

る。これは上記のとおり、申告義務が守られているか、申告内容が正確であるかを確認するために

現地を訪問するものであるが、議長草案第6条には3種類の方式の「訪問」が規定されている 53。

これらは第一に「透明性のための訪問」、第二に「明確化のための訪問」、第三に「援助のための訪

問」である。

第一の「透明性のための訪問」とは、回数を限って、申告されたすべての施設の中から無作為

（ランダム）に選定した施設を技術事務局が訪問するものであり、締約国による申告内容の正確性

に関する信頼の向上と、完全かつ整合性のある申告の提出を促すことを目的とする 54。これは検証

議定書交渉において英国が推進したもので、英国はこの制度の利点として、申告内容の正確性の確

認のほかに、締約国内の生物剤関連活動に関する透明性の向上などを挙げており、交渉時にはEU

諸国、カナダ、オーストラリアなどの支持を受けた。他方で南アフリカは、締約国が任命する専門

家による任意の訪問とすることを主張し、非同盟諸国がこれを支持したが、議長草案では任意では

なく義務的性質を有するものとされている 55。第二の「明確化のための訪問」とは、申告内容に何
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らかの疑義がある場合に、その疑いを晴らすためにのみ実施されるものであり、検証議定書交渉に

おいて米国が主張した方式である。具体的には申告情報に記入漏れ、記入間違いの懸念があり、そ

れらが書面や会合等の手段によっても解決されないときに、被疑国が自発的に当該施設に訪問を受

け入れる場合と、21日以内に被疑国から自発的な申し出が無い場合には、執行理事会が、強制的

に訪問を行うための議決を実施できる 56。第三の「援助のための訪問」とは、締約国の援助要請に

応じて技術事務局が訪問および支援を行うもので、訪問の要請国が、申告の準備といった議定書履

行のための援助を受けること、関連する技術的な援助や情報を得ることなどを可能とするものであ

る 57。

議長草案では、各国の立場や主張を取り入れつつ上記のような多様な「訪問」制度が整えられた

が、結局のところ、検証議定書交渉そのものが頓挫することとなり、これらのいずれも実現をみな

かった。交渉が妥結に至らなかった最大の理由は米国の反対であるが、予てから米国は、そもそも

締約国による条約義務の履行を完全に検証することは不可能であり、せいぜい締約国間での信頼醸

成という目的しか果たさないとして、検証制度の導入に懐疑的であった 58。特に訪問に関する議論

においては、履行確保のための厳格な規定と、自国の産業等の機密情報の保持との緊張関係が露わ

となった。すなわち、EU諸国やオーストラリア、ニュージーランドは、厳格な検証制度を備えた

議定書により条約の不遵守を見抜こうとする立場にあったのに対し、特に米国は、条約の遵守を保

証するものではないとして議定書を非難したのみならず、訪問に関する規定の義務的な性質にも反

対した。さらに米国は、生物剤の検証の費用対効果を疑問視するとともに、生物兵器を開発しよう

とする国々を議定書により妨げることはできず、また、検証制度により機微な情報が洩れる可能性

があり、国家安全保障と産業機密情報を危険に晒すものであるとして、議長草案を支持できないと

したのである 59。

3　IHR2005の問題点解決への示唆

生物兵器禁止条約の検証議定書交渉に関し、議長草案の内容、交渉失敗の理由を踏まえ、これら

が本稿Ⅱ .3で述べた IHR2005の履行確保をめぐる2つの問題点の解決において、如何なる示唆を

与え得るかについて検討する。

まず、1つめの問題点、すなわち加盟国に対する義務規定に強制力がないというIHR2005自体

の問題に関しては、同様に履行確保のための確固たる仕組みを有さない生物兵器禁止条約の検証議

定書交渉の失敗から、たとえ訪問という方式を設定したとしても、条約の履行確保のための検証制

度を導入することの難しさが浮き彫りとなる。検証議定書の議長草案は「申告」と「査察」のみな

らず、いわばその間を埋める両者の中間的な位置づけを有するものとして「訪問」という制度を設

けたものの、そもそも一連の検証制度自体が受け入れられるに至らなかった。その背景としては、

潜伏期間があり増殖も容易で、また平和目的か兵器開発目的かの客観的識別が非常に困難であると

いう、ウイルスを含む生物剤そのものの性質に由来する検証の難しさとともに、特に義務的な性質
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を伴う訪問の実施により、産業機密や安全保障といった点からの生物剤に関する自国の機微な情報

が洩れることへの懸念が存する 60。さらにそうした懸念は米国のみならず、バイオ産業などの発展

した他の先進国にも当てはまる 61。

生物兵器禁止条約の検証議定書交渉においては、米国が上記のうち特に後者の理由、すなわち自

国の機微な情報の漏洩に対する懸念から検証制度の導入に反対を唱えたが、新型コロナウイルスの

事態に際しては、米国が中国に対し武漢のウイルス研究所等への立ち入り調査を強く求めることと

なった。本件に関しては中国側が研究所からのウイルスの流出自体を否定しているが、検証の対象

がウイルスをはじめとする生物剤である場合には、自国企業の経済的利益やひいては自国の安全保

障上の問題に直結する可能性もあり、厳格な検証を求める立場と、自国にとって重要な情報の保全

を求める立場とが相克する場面は、生物兵器禁止条約の検証議定書交渉の場合と同様に、

IHR2005においても生じることが十分に想定される。検証議定書の草案は、これら2つの立場の

折衷案であったとの指摘もあるが 62、そうした草案が結局実現し得なかったことを鑑みても、たと

えばオーストラリアのモリソン首相の提案のような当事国の同意を必要としない強力な検証制度を

IHR2005に導入することは大いに困難を伴うことが、検証議定書交渉の失敗から示唆されるので

ある。他方で、新型コロナウイルスの事態を受けて、検証議定書の議長草案第6条に規定された

「明確化のための訪問」のような、申告内容に疑義がある場合に、その疑いを晴らすためにのみ実

施される検証制度を IHR2005に導入しようという検討が今後なされる可能性は否定できない。

次に、IHR2005 の履行確保に関する2つめの問題、すなわち、同規則に従い通報等を行う能力

を構築する義務を十分に果たしていないという加盟国側の遵守能力の問題については、検証議定書

の議長草案第6条に規定された別の訪問方式である「援助のための訪問」が参考となり得る。これ

は先述のとおり、締約国からの援助要請に応じて、議定書履行のために、申告情報の収集等の技術

的側面などについて技術事務局が訪問および支援を行うもので、その内容から、検証活動の一環と

いうよりは、国際協力の一環として位置づけられるとの指摘もある 63。したがって、議長草案第6

条に規定された3つの訪問方式のうち、「透明性のための訪問」と「明確化のための訪問」は、検

証としての性質を色濃く有するのに対し、「援助のための訪問」は締約国からの要請を前提とし義

務的なものではなく、またその内容からも、他の2つの訪問方式と比して、制度として締約国が受

け入れやすいものである。

なお先に述べたとおり、IHR2005自体も援助に係る規定を有しており、サーベイランスに関す

る第5条3項において、WHOが要請に基づき、加盟国が事象を検知、通報、報告するといった能

力を構築、強化、維持するのを援助すると規定するが、その方法として訪問に関してまでは明記さ

れていない。これに対し、検証議定書の議長草案に規定された「援助のための訪問」は、締約国か

らの要請に基づき、その名のとおり「援助」のために当該国を「訪問」することを趣旨とするもの

である。こうした点から、あくまでも締約国からの要請を前提としつつも、IHR2005第5条3項の

援助規定よりも一歩進んだ内容を有するのであり、IHR2005に従い通報等を行う能力を構築する
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義務を果たしていない加盟国が多数あるという同規則の履行確保に関する2つめの問題点の解決に

は、「援助のための訪問」という発想・方法を取り入れることは有用であると言える。

Ⅳ　おわりに

新型コロナウイルスへの対応に際し、感染症を含む公衆衛生分野における脅威に対する対処枠組

みを規定する国際法としてのIHR2005が内包する問題点が改めて浮き彫りとなった。そうした問

題点を解決すべく、また透明性確保のため、オーストラリア首相の提案のように、現行の法的枠組

みに対し強力な検証手段を付すべきとの主張が生じることは当然の帰結である。しかしながら、生

物兵器禁止条約の検証議定書交渉の失敗が示すとおり、履行確保のための手段としての検証制度の

導入には、厳格な検証制度を優先する立場と自国の情報の保全を求める立場の対立という高いハー

ドルが存するのも現実である。新型コロナウイルスの事態を契機として、今後IHR2005自体に、た

とえば内容に疑義がある通報・報告を明確化するための検証制度の導入が検討される可能性は否定

し得ないものの、仮にそうした検証制度の導入が実現したとしても、上記の2つの立場の対立などか

ら十分に機能するとは限らず、実効的な運用が叶わなければ絵にかいた餅に過ぎなくなってしま

う。すなわち、そもそも履行確保のための検証制度の導入が、加盟国に対する義務規定に強制力が

ないというIHR2005の問題点の解決に直ちに資するのか、その有効性には疑問符がつく。

なおブッシュ米大統領（当時）は、2001年11月に発出した生物兵器に関する大統領声明におい

て、法的拘束力のある検証議定書に縛られない「新しいアプローチ」による生物兵器禁止条約強化

の方法を示しており、刑法を含む国内法整備、生物兵器の使用疑惑を調査する国連手続きの制定、

病原体の管理・遺伝子操作に関する信頼できる国内監視体制の構築、生物科学者のための倫理的行

動規範の作成などとともに、国際的な感染症対策への取組みを挙げている 64。さらには、検証議定

書交渉の失敗後、生物兵器禁止条約の5年に一度の運用検討会議の会期間に、締約国会合と専門家

会合が毎年開催されることとなり、たとえば国際協力、科学技術の進展のレビュー、国内実施強化

などが課題として設定されている 65。

検証議定書交渉の失敗や、生物兵器禁止条約の実施強化ためのその後の多角的な試みを踏まえ、

さらに IHR2005の実施において途上国など多数の国々がそもそも通報等の義務を果たす能力を備

えていないという状況を前提に、たとえば「援助のための訪問」といった条約実施上の支援・協力

としての要素を有する方法の適用はIHR2005の実施を強化するうえで1つの大きな手掛かりとな

り得る。すなわち必ずしも確固たる検証制度の導入にとらわれることなく、IHR2005が内包する2

つの問題点のうち、まず加盟国側の履行能力の問題の解決を先行させるべく、同規則に従い通報等

を行う能力の構築・維持という加盟国による履行の根本部分の支援強化を重視することが現実的な

選択肢となる。つまり、IHR2005にすでに規定されている援助規定なども活かしつつ、さらに要

請に応じた援助訪問の発想を取り入れるなど、途上国を含む加盟国の能力構築を念頭においた国際
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協力の視点からの取組みにより、感染症をはじめとする脅威に立ち向かう強固な体制を国際社会全

体で築いていくことが重要且つ効果的なアプローチと言えるのである。

【付記】

本稿の脱稿後、2021年1～2月に、新型コロナウイルスの発生源などを調べるため、WHOが中

国の武漢に国際調査団を派遣し、現地調査が実施された。またバイデン米大統領は、2021年1月

の就任後ただちに、WHOからの脱退手続きを取り下げるよう命じる大統領令に署名した。
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